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議員提出第２号議案 

 

 

大阪府議会委員会条例一部改正の件 

 

大阪府議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
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提 案 理 由 
 
 大阪府組織条例の一部改正等に伴い、常任委員会の所管を変更す

るため、現行条例の一部を改正しようとするものである。 


